
青 警 本 総 第 2 5 6 号

平 成 2 6 年 ３ 月 2 8 日

各 所 属 長 殿

青 森 県 警 察 本 部 長

青森県公安委員会公文書管理規則の制定について

この度、青森県公安委員会文書管理規則（平成13年６月青森県公安委員会規則第11

号）の全部を改正し、青森県公安委員会公文書管理規則（平成26年３月青森県公安委

員会規則第２号。以下「管理規則」という。）を別添のとおり制定し、平成26年４月

１日から施行することとした。制定の理由及び主な内容は下記のとおりであるから、

所属職員に周知徹底を図り、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、「青森県公安委員会文書管理規則の制定について」（平成13年６月27日付け青

警本総第41号）、「青森県公安委員会文書管理規則の一部を改正する規則の制定につい

て」（平成15年12月３日付け青警本企第227号ほか）及び「青森県公安委員会文書管理

規則の一部を改正する規則の制定について」（平成23年６月17日付け青警本総第83号

ほか）は廃止する。

記

１ 制定理由

平成23年４月１日、国は、公文書等の管理に関する法律（平成21年法律第66号）

を施行した。この法律は、公文書等を「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の

知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るもの」と位置付け、文書

のライフサイクル全般について統一的な規定を定めるとともに、地方公共団体に対

しても、同法の趣旨にのっとり必要な施策を講ずるよう求めたことから、青森県は、

県としての統一的な公文書管理ルールを定めた青森県公文書管理要綱（以下「県要

綱」という。）を平成25年10月に施行した。

青森県公安委員会では、県要綱の趣旨にのっとり、青森県情報公開条例（平成11

年12月青森県条例第55号。以下「情報公開条例」という。）の適正かつ円滑な運用

に資するとともに、行政が適正かつ効率的に運営されるようにするため、行政文書

の取扱い及び適正な管理並びに歴史公文書の適正な保存、利用その他の管理に関し

必要な事項を定めることとしたものである。

２ 管理規則の主な内容

⑴ 行政文書（管理規則第２条第１号関係）

情報公開条例第２条第２号に規定する行政文書（特定歴史公文書を除く。）の

うち、青森県公安委員会の委員長及び委員並びに青森県警察本部総務課公安委員

会補佐官及び青森県警務部総務課公安委員会係の職員が職務上作成し、又は取得

した文書であって、これらの者が組織的に用いるものとして、公安委員会が保有

しているものをいう。



⑵ 歴史公文書（管理規則第２条第２号関係）

歴史資料として重要な行政文書その他の文書（図画、写真、フィルム及び電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られた記録をいう。）を含む。以下同じ。）をいう。

⑶ 特定歴史公文書（管理規則第２条第３号関係）

歴史公文書のうち、次に掲げるものをいう。

ア 公文書センター（青森県行政組織規則（昭和36年２月青森県規則第18号）第

28条第４項第２号に規定する公文書センターをいう。以下同じ。）に移管され

たもの及び特定保存しているもの

イ 法人その他の団体又は個人から公文書センター又は文書管理者（公安委員会

補佐官）に寄贈され、又は寄託されたもの（アに掲げるものを除く。）

⑷ 特定保存(管理規則第２条第４項関係)

文書管理者において、歴史公文書を保存することをいう。

⑸ 行政文書の保存期間の設定等(管理規則第10条関係)

行政文書を作成・取得したときは、当該行政文書について、性質、内容その他

の特性に応じて系統的な分類をするとともに、次に掲げるところにより、保存期

間及び保存期間の満了する日を設定することとした。

ア 法律、条例、規則その他の法令により保存期間の定めがある行政文書にあっ

ては、当該保存期間

イ アの規定に当たらない行政文書にあっては、行政文書分類基準表に基づく保

存期間

ウ ア及びイに規定するもののほか、歴史公文書に該当する行政文書は、１年以

上の保存期間

エ 保存期間の起算日は、原則として、行政文書を作成・取得した日の属する年

度の翌年度の４月１日

⑹ 行政文書の分類（管理規則第13条関係）

行政文書の分類及び行政文書ファイルの分類は、行政文書分類基準表によるこ

ととした。

⑺ 行政文書ファイル管理簿の作成（管理規則第15条第１項関係）

行政文書ファイルの管理を適切に行うため、１年未満の保存期間が設定された

行政文書ファイルを除き、少なくとも毎年度１回、行政文書ファイル管理簿を作

成することとした。

⑻ 行政文書ファイル管理簿のインターネット公表（管理規則第15条第２項関係）

行政文書ファイル管理簿を公安委員会の情報公開窓口に備え、一般の閲覧に供

するとともに、インターネットで公表することとした。

３ 施行月日

平成26年４月１日



青
森
県
公
安
委
員
会
公
文
書
管
理
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
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六
年
三
月
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十
八
日

青
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志



青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

青
森
県
公
安
委
員
会
公
文
書
管
理
規
則

青
森
県
公
安
委
員
会
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
三
年
六
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）

の
全
部
を
改
正
す
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条

｜

第
四
条
）

第
二
章

行
政
文
書
の
管
理
体
制
（
第
五
条

｜

第
八
条
）

第
三
章

行
政
文
書
の
管
理
（
第
九
条

｜

第
十
八
条
）

第
四
章

特
定
歴
史
公
文
書
の
保
存
、
利
用
及
び
廃
棄
（
第
十
九
条

｜

第
二
十
三
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
二
十
四
条

｜

第
二
十
六
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
青
森
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
十
二

月
青
森
県
条
例
第
五
十
五
号
。
以
下
「
情
報
公
開
条
例
」
と
い
う
。
）
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
用

に
資
す
る
と
と
も
に
、
行
政
が
適
正
か
つ
効
率
的
に
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
行
政
文
書

の
取
扱
い
及
び
適
正
な
管
理
並
び
に
歴
史
公
文
書
の
適
正
な
保
存
、
利
用
そ
の
他
の
管
理
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

行
政
文
書

情
報
公
開
条
例
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
行
政
文
書
（
特
定
歴
史
公
文
書
を

除
く
。
）
の
う
ち
、
青
森
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
委
員
長
及

び
委
員
並
び
に
青
森
県
警
察
本
部
警
務
部
総
務
課
公
安
委
員
会
補
佐
官
（
以
下
「
補
佐
官
」
と

い
う
。
）
及
び
青
森
県
警
察
本
部
警
務
部
総
務
課
公
安
委
員
会
係
の
職
員
（
以
下
「
係
員
」
と

い
う
。
）
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
組
織
的
に
用



い
る
も
の
と
し
て
、
公
安
委
員
会
が
保
有
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。

二

歴
史
公
文
書

歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
行
政
文
書
そ
の
他
の
文
書
（
図
画
、
写
真
、
フ
ィ

ル
ム
及
び
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。

三

特
定
歴
史
公
文
書

歴
史
公
文
書
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

イ

公
文
書
セ
ン
タ
ー
（
青
森
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
八

号
）
第
二
十
八
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
公
文
書
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
移
管
さ
れ
た
も
の
及
び
特
定
保
存
し
て
い
る
も
の

ロ

法
人
そ
の
他
の
団
体
又
は
個
人
か
ら
公
文
書
セ
ン
タ
ー
又
は
文
書
管
理
者
に
寄
贈
さ
れ
、

又
は
寄
託
さ
れ
た
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

四

特
定
保
存

文
書
管
理
者
に
お
い
て
歴
史
公
文
書
を
保
存
す
る
こ
と
を
い
う
。

（
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
）

第
三
条

公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

公
安
委
員
会
の
会
議
録
（
公
安
委
員
会
の
会
議
に
提
出
さ
れ
た
行
政
文
書
で
あ
っ
て
、
公
安

委
員
会
が
会
議
録
と
併
せ
て
保
有
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
た
も
の
を
含
む
。
）

二

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
の

二
に
規
定
す
る
事
務
に
関
す
る
行
政
文
書

三

法
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
事
務
に
関
す
る
行
政
文
書

四

公
安
委
員
会
の
運
営
に
関
す
る
定
め
そ
の
他
公
安
委
員
会
の
委
員
長
又
は
委
員
の
作
成
に
係

る
公
安
委
員
会
の
意
思
決
定
に
関
す
る
行
政
文
書
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

五

公
安
委
員
会
又
は
公
安
委
員
会
の
委
員
長
若
し
く
は
委
員
宛
て
の
意
見
、
要
望
及
び
そ
の
処

理
に
関
す
る
行
政
文
書

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
、
移
管
・
廃
棄
簿
、
目
録
そ
の
他
の
文
書
管
理
に
関
す
る
行
政

六
文
書そ

の
他
公
安
委
員
会
が
自
ら
保
有
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
た
行
政
文
書

七（
責
務
）



第
四
条

補
佐
官
及
び
係
員
は
、
こ
の
規
則
及
び
公
安
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
行
政
文

書
の
取
扱
い
及
び
適
正
な
管
理
並
び
に
歴
史
公
文
書
の
適
正
な
保
存
、
利
用
そ
の
他
の
管
理
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

行
政
文
書
の
管
理
体
制

（
公
安
委
員
会
の
行
政
文
書
等
管
理
事
務
）

第
五
条

公
安
委
員
会
は
、
行
政
文
書
及
び
歴
史
公
文
書
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
も

の
と
す
る
。

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
及
び
移
管
・
廃
棄
簿
並
び
に
特
定
歴
史
公
文
書
の
目
録
の
整
備

一
に
関
す
る
こ
と
。

行
政
文
書
の
取
扱
い
及
び
適
正
な
管
理
並
び
に
歴
史
公
文
書
の
保
存
、
利
用
そ
の
他
の
管
理

二
に
関
す
る
情
報
公
開
条
例
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
実
施
機
関
（
公
安
委
員
会
を
除
く
。
）

と
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

行
政
文
書
の
取
扱
い
及
び
適
正
な
管
理
並
び
に
歴
史
公
文
書
の
適
正
な
保
存
、
利
用
そ
の
他

三
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

（
管
理
体
制
）

第
六
条

行
政
文
書
の
取
扱
い
及
び
適
正
な
管
理
並
び
に
歴
史
公
文
書
の
適
正
な
保
存
、
利
用
そ
の

他
の
管
理
を
行
う
た
め
、
文
書
管
理
者
及
び
文
書
管
理
補
助
者
を
置
く
。

（
文
書
管
理
者
）

第
七
条

文
書
管
理
者
は
、
補
佐
官
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

文
書
管
理
者
は
、
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
及
び
歴
史
公
文
書
に
つ
い
て
、
次
に
掲

げ
る
事
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

公
安
委
員
会
の
行
う
行
政
文
書
等
管
理
事
務
を
補
佐
す
る
こ
と
。

一

行
政
文
書
の
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

二

保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

三

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
へ
の
記
載
に
関
す
る
こ
と
。

四

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
移
管
又
は
廃
棄
（
移
管
・
廃
棄
簿
へ
の
記
載
を
含
む
。
）
に
関
す
る

五



こ
と
。

歴
史
公
文
書
の
保
存
及
び
移
管
に
関
す
る
こ
と
。

六

特
定
歴
史
公
文
書
の
目
録
へ
の
記
載
に
関
す
る
こ
と
。

七

特
定
歴
史
公
文
書
の
利
用
及
び
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

八

特
定
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

九十

特
定
歴
史
公
文
書
及
び
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
点
検
、
管
理
並
び
に
そ
の
状
況
の
報
告
に
関

す
る
こ
と
。

一

行
政
文
書
の
取
扱
い
及
び
適
正
な
管
理
並
び
に
歴
史
公
文
書
の
保
存
、
利
用
そ
の
他
の
管

十
理
に
関
す
る
係
員
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

（
文
書
管
理
補
助
者
）

第
八
条

文
書
管
理
補
助
者
は
、
係
員
の
中
か
ら
文
書
管
理
者
が
指
名
す
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

文
書
管
理
補
助
者
は
、
文
書
管
理
者
を
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

行
政
文
書
の
管
理

（
行
政
文
書
の
作
成
義
務
）

第
九
条

補
佐
官
及
び
係
員
は
、
第
一
条
の
目
的
の
達
成
に
資
す
る
た
め
、
意
思
決
定
に
至
る
過
程

並
び
に
事
務
及
び
事
業
の
実
績
を
合
理
的
に
跡
付
け
、
又
は
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
処

理
に
係
る
事
案
が
軽
微
な
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
行
政
文
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。（
保
存
期
間
の
設
定
等
）

第
十
条

補
佐
官
及
び
係
員
が
、
行
政
文
書
を
作
成
・
取
得
し
た
と
き
は
、
当
該
行
政
文
書
に
つ
い

て
、
性
質
、
内
容
そ
の
他
の
特
性
に
応
じ
て
系
統
的
な
分
類
を
す
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

保
存
期
間
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

一
イ

法
律
、
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
法
令
に
よ
り
保
存
期
間
の
定
め
が
あ
る
行
政
文
書
に
あ
っ

て
は
、
当
該
保
存
期
間
と
す
る
こ
と
。

ロ

イ
の
規
定
に
当
た
ら
な
い
行
政
文
書
に
あ
っ
て
は
、
別
表
に
基
づ
き
定
め
る
「
行
政
文
書



分
類
基
準
表
」
の
保
存
期
間
と
す
る
こ
と
。

ハ

イ
及
び
ロ
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
歴
史
公
文
書
に
該
当
す
る
行
政
文
書
は
、
一
年
以

上
の
保
存
期
間
と
す
る
こ
と
。

保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

二
イ

保
存
期
間
の
起
算
日
は
、
行
政
文
書
を
作
成
・
取
得
し
た
日
（
以
下
「
文
書
作
成
取
得
日

」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
四
月
一
日
（
同
日
以
外
の
日
を
保
存
期
間
の
起

算
日
と
す
る
こ
と
が
行
政
文
書
の
適
切
な
管
理
に
資
す
る
と
文
書
管
理
者
が
認
め
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
文
書
作
成
取
得
日
か
ら
一
年
以
内
の
日
で
当
該
文
書
管
理
者
が
定
め
る
日
）
と

す
る
こ
と
。

ロ

文
書
作
成
取
得
日
に
お
い
て
は
不
確
定
で
あ
る
期
間
を
保
存
期
間
と
す
る
行
政
文
書
に
あ

っ
て
は
、
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
設
定
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

能
率
的
な
事
務
又
は
事
業
の
処
理
及
び
行
政
文
書
の
適
切
な
保
存
に
資
す
る
よ
う
、
適
時
に
、

相
互
に
密
接
な
関
連
を
有
す
る
行
政
文
書
（
保
存
期
間
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
）
は
、
一
の
集
合
物
（
以
下
「
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
ま
と
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
性
質
、
内
容
そ
の
他
の
特
性
に
応

じ
て
系
統
的
な
分
類
を
し
、
行
政
文
書
分
類
基
準
表
に
定
め
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
名
を
付
す
る

と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
設
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

保
存
期
間
に
つ
い
て
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
ま
と
め
ら
れ
た
行
政
文
書
の
保
存
期
間
に

一
よ
る
こ
と
。

保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

二
イ

保
存
期
間
の
起
算
日
は
、
行
政
文
書
を
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
ま
と
め
た
日
の
う
ち
最
も

早
い
日
（
以
下
「
フ
ァ
イ
ル
作
成
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
四
月
一
日

（
同
日
以
外
の
日
を
保
存
期
間
の
起
算
日
と
す
る
こ
と
が
行
政
文
書
の
適
切
な
管
理
に
資
す

る
と
文
書
管
理
者
が
認
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
フ
ァ
イ
ル
作
成
日
か
ら
一
年
以
内
の
日
で



文
書
管
理
者
が
定
め
る
日
）
と
す
る
こ
と
。

ロ

文
書
作
成
取
得
日
に
お
い
て
は
不
確
定
で
あ
る
期
間
を
保
存
期
間
と
す
る
行
政
文
書
が
ま

と
め
ら
れ
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
あ
っ
て
は
、
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
設
定
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
。

４

文
書
管
理
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
政
文
書
及
び
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
第

一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
し
た
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
当
該
各
号

に
定
め
る
日
ま
で
延
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
に
監
査
、
検
査
そ
の
他
の
調
査
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
行
政
文
書
及
び
行
政
文
書
フ
ァ
イ

一
ル
に
あ
っ
て
は
、
当
該
監
査
、
検
査
そ
の
他
の
調
査
が
終
了
す
る
日

現
に
係
属
し
て
い
る
訴
訟
に
お
け
る
手
続
上
の
行
為
を
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
行
政
文

二
書
及
び
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
あ
っ
て
は
、
当
該
訴
訟
が
終
結
す
る
日

現
に
係
属
し
て
い
る
不
服
申
立
て
に
お
け
る
手
続
上
の
行
為
を
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る

三
行
政
文
書
及
び
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
あ
っ
て
は
、
当
該
不
服
申
立
て
に
対
す
る
裁
決
又
は
決

定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日

情
報
公
開
条
例
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
開
示
請
求
が
あ
っ
た
行
政
文
書
及
び
行
政
文
書

四
フ
ァ
イ
ル
に
あ
っ
て
は
、
当
該
開
示
請
求
に
係
る
情
報
公
開
条
例
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二

項
に
規
定
す
る
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日

事
務
又
は
事
業
の
処
理
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
行
政
文
書
及
び
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
あ

五
っ
て
は
、
そ
の
必
要
と
さ
れ
る
期
間
が
経
過
す
る
日

（
保
存
期
間
延
長
の
報
告
）

第
十
一
条

文
書
管
理
者
は
、
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
文
書
及
び
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の

保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
延
長
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
安
委
員

会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

行
政
文
書
及
び
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
作
成
年
度
、
分
類
及
び
名
称

一

延
長
後
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日

二

延
長
の
理
由

三



（
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
）

第
十
二
条

文
書
管
理
者
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
の
前
の

で
き
る
限
り
早
い
時
期
に
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
と
し
て
、
公
文
書
セ
ン
タ
ー
へ

の
移
管
の
措
置
、
特
定
保
存
の
措
置
又
は
廃
棄
の
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
文
書
管
理
者
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
管
理
を
適
切
に
行
う
た

め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
措
置
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
文
書
分
類
の
基
準
）

第
十
三
条

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
文
書
の
分
類
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
行

政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
分
類
は
、
行
政
文
書
分
類
基
準
表
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

行
政
文
書
及
び
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
を
分
類
し
た
と
き
は
、
行
政
文
書
分
類
基
準
表
に
よ
る
分

類
記
号
、
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
当
該
行
政
文
書
又
は
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル

の
所
定
の
欄
又
は
余
白
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
保
存
）

第
十
四
条

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
は
、
当
該
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
保
存
期
間
（
延
長
さ
れ
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
延
長
後
の
保
存
期
間
。
以
下
同
じ
。
）
の
満
了
す
る
日
ま
で
の
間
、
適
切
な
保
存

及
び
利
用
を
確
保
す
る
た
め
に
適
切
な
場
所
に
お
い
て
、
適
切
な
記
録
媒
体
に
よ
り
、
識
別
を
容

易
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
上
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
）

第
十
五
条

文
書
管
理
者
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
管
理
を
適
切
に
行
う
た
め
、
少
な
く
と
も
毎

年
度
一
回
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
不
開
示
情
報
（
情
報
公
開
条
例
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
不

開
示
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理

簿
（
様
式
第
一
号
）
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
年
未
満
の
保
存
期
間
が
設
定

さ
れ
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
分
類
、
名
称
及
び
フ
ァ
イ
ル
作
成
日
の
属
す
る
年
度

一

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日

二

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置

三



行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
保
存
場
所
及
び
文
書
管
理
者

四

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
記
録
媒
体

五

そ
の
他
文
書
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項

六
２

公
安
委
員
会
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
に
つ
い
て
、
公
安
委
員
会
の
情
報
公
開
窓
口
に

備
え
、
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

文
書
管
理
者
は
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
公
文
書
セ
ン
タ
ー

に
移
管
し
、
特
定
保
存
を
し
、
又
は
廃
棄
し
た
と
き
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
当
該
行

政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
関
す
る
記
載
を
削
除
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
名
称
、
公
文
書
セ
ン
タ
ー
に
移

管
し
、
特
定
保
存
を
し
、
又
は
廃
棄
し
た
日
等
に
つ
い
て
、
移
管
・
廃
棄
簿(

様
式
第
二
号)

に
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

文
書
管
理
者
は
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
第
十
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
、
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
延
長
し
た
と
き
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の

当
該
行
政
文
書
の
保
存
期
間
満
了
日
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
移
管
又
は
廃
棄
）

第
十
六
条

文
書
管
理
者
は
、
公
安
委
員
会
の
指
示
に
従
い
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
行
政
文
書
フ

ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
公
文
書
セ
ン
タ
ー
に
移
管
し
、
特
定
保
存
を
し
、
又
は
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

文
書
管
理
者
は
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
を
廃
棄
す
る
と
き
は
、
そ
の
日

の
六
十
日
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
公
安
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
公
安
委
員
会
は
、
当
該
報
告
に
係
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
廃
棄
に
係
る
日
の
五
十
日
前

ま
で
に
、
そ
の
旨
を
青
森
県
知
事
（
以
下
「
知
事
」
と
い
う
。
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
３

公
安
委
員
会
は
、
前
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
廃
棄
に
つ
い
て

、
知
事
か
ら
廃
棄
の
措
置
を
取
ら
な
い
よ
う
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
文
書
管
理
者
に
対
し
、
そ

の
旨
を
指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
示
を
受
け
た
文
書
管
理
者

は
、
当
該
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
新
た
に
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を



設
定
し
、
又
は
第
十
二
条
後
段
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
の
措
置
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

文
書
管
理
者
は
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
を
廃
棄
す
る
と
き
は
、
当
該
行

政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
ま
と
め
ら
れ
た
行
政
文
書
に
不
開
示
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当

該
不
開
示
情
報
が
漏
え
い
し
な
い
よ
う
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
状
況
の
報
告
）

第
十
七
条

文
書
管
理
者
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
記
載
状
況
そ
の
他
の
行
政
文
書
の
管

理
の
状
況
に
つ
い
て
、
毎
年
度
、
公
安
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
公
安
委
員
会
は
、
当
該
報
告
を
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
紛
失
及
び
誤
廃
棄
へ
の
対
応
）

第
十
八
条

文
書
管
理
者
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
紛
失
又
は
誤
廃
棄
が
明
ら
か
と
な
っ
た
と
き

は
、
公
安
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
被
害
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
に

必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

特
定
歴
史
公
文
書
の
保
存
、
利
用
及
び
廃
棄

（
保
存
）

第
十
九
条

文
書
管
理
者
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
に
つ
い
て
、
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

、
廃
棄
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

文
書
管
理
者
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
に
つ
い
て
、
適
切
な
保
存
及
び
利
用
を
確
保
す
る
た
め
、

適
切
な
場
所
に
お
い
て
、
適
切
な
記
録
媒
体
に
よ
り
、
識
別
を
容
易
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ

た
上
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
文
書
管
理
者
は
、
適
切
な
保
存
を

確
保
す
る
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
公
安
委
員
会
を
経
由
し
て
、
当
該
特
定
歴
史
公
文
書
の

保
存
を
公
文
書
セ
ン
タ
ー
の
長
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

文
書
管
理
者
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
の
保
存
を
公
文
書
セ
ン
タ
ー
の
長
に
委
託
し
た
と
き
は
、

目
録
（
様
式
第
三
号
）
の
当
該
歴
史
公
文
書
に
関
す
る
保
存
場
所
の
記
載
を
変
更
す
る
と
と
も
に

、
委
託
し
た
日
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
目
録
）



第
二
十
条

文
書
管
理
者
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
の
適
切
な
保
存
を
行
い
、
及
び
適
切
な
利
用
に
資

す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
不
開
示
情
報
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
記
載
し
た
目
録

を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

特
定
歴
史
公
文
書
の
作
成
・
取
得
年
度
、
分
類
及
び
名
称

一

特
定
歴
史
公
文
書
の
移
管
又
は
寄
贈
若
し
く
は
寄
託
を
し
た
者
の
名
称
又
は
氏
名

二

特
定
歴
史
公
文
書
の
移
管
若
し
く
は
寄
贈
若
し
く
は
寄
託
を
受
け
た
時
期
又
は
特
定
保
存
を

三
開
始
し
た
時
期

特
定
歴
史
公
文
書
の
保
存
場
所
及
び
管
理
者

四

特
定
歴
史
公
文
書
の
記
録
媒
体
の
種
別

五

そ
の
他
参
考
事
項

六
２

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
目
録
に
つ
い
て
、
公
安
委
員
会
の
情
報
公
開
窓
口
に
備
え
、
一
般
の

閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
）

第
二
十
一
条

特
定
歴
史
公
文
書
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
情
報
公
開
条
例
及
び
青
森
県
個
人
情
報
保

護
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
廃
棄
）

第
二
十
二
条

文
書
管
理
者
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
に
つ
い
て
、
劣
化
が
著
し
く
判
読
及
び
修
復
が

困
難
な
た
め
利
用
で
き
な
く
な
り
、
又
は
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
で
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
場
合

は
、
当
該
特
定
歴
史
公
文
書
を
廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

文
書
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
歴
史
公
文
書
を
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

そ
の
日
の
六
十
日
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
公
安
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
公
安
委
員
会
は
、
当
該
報
告
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
の
廃
棄
に
係
る
日
の
五
十

日
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
前
段
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
文
書
管
理
者
は
、
当
該
文
書
を
廃
棄
し
よ
う
と
す
る

日
の
五
十
日
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
及
び
第
二
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
不
開
示
情
報
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



４

文
書
管
理
者
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
を
廃
棄
し
た
と
き
は
、
目
録
に
廃
棄
し
た
日
及
び
そ
の
理

由
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
存
、
利
用
及
び
廃
棄
状
況
の
報
告
）

第
二
十
三
条

文
書
管
理
者
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
の
保
存
、
利
用
及
び
廃
棄
の
状
況
に
つ
い
て
、

毎
年
度
、
公
安
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
公
安
委
員
会
は

、
当
該
報
告
を
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章

雑
則

（
研
修
）

第
二
十
四
条

文
書
管
理
者
は
、
係
員
に
対
し
、
行
政
文
書
の
取
扱
い
及
び
適
正
な
管
理
並
び
に
歴

史
公
文
書
の
保
存
、
利
用
そ
の
他
の
管
理
の
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
、
及
び

向
上
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
研
修
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
他
法
令
と
の
関
係
）

第
二
十
五
条

行
政
文
書
そ
の
他
の
文
書
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
法
律
、
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
法

令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
細
則
）

第
二
十
六
条

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

２

第
三
章
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
作
成
し

、
又
は
取
得
し
た
行
政
文
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
行
政
文

書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
保
有
し
て
い
る
行
政
文
書
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
の
規
定
の
例
に

よ
っ
て
取
り
扱
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
文
書
セ
ン
タ
ー
に
移
管
さ
れ
、
又
は
特
定
保
存
が
さ
れ
た
行
政
文
書



は
、
特
定
歴
史
公
文
書
と
み
な
す
。



別表（第１０条関係）

保存期間 行政文書 保存期間満了後の措置

３０年 委員会の会議録（委員会の 移管又は特定保存（公安

会議に提出された行政文書で 委員会の会議に係る行政文

あって、委員会が会議録と併 書ファイル等で、その内容

せて保有することが必要と認 に重要性がないと認められ

めたものを含む。） るものにあっては廃棄）

委員会の運営に関する定め 移管又は特定保存（公安

その他委員会の委員長又は委 委員会の運営に係る行政文

員の作成に係る委員会の意思 書ファイル等で、その内容

決定に関する文書 に重要性がないと認められ

るものにあっては廃棄）

移管・廃棄簿 廃棄

５年 警察法第４３条の２に規定 移管又は特定保存（公安

する事務に関する行政文書 委員会の監察の指示等に係

る行政文書ファイル等で、

その内容に重要性がないと

認められるものにあっては

廃棄）

３年 委員会の会議資料 移管又は特定保存（公安

委員会の会議に係る行政文

書ファイル等で、その内容

に重要性がないと認められ

るものにあっては廃棄）

１年 警察法第７９条に規定する 移管又は特定保存（公安

事務に関する行政文書 委員会の苦情の申出等に関

する行政文書ファイル等で

、その内容に重要性がない

と認められるものにあって

は廃棄）

委員会又は委員会の委員長 廃棄

若しくは委員宛ての意見、要

望及びその処理に関する行政

文書

無期限 行政文書ファイル管理簿

目録



様式第１号（第１５条関係）

行政文書ファイル管理簿

作成・ 保存 保存期間 媒体 保 存 満了後
年 度 分類記号 行政文書ファイル名 起算日 管理者 備考

(歴史公文書) 取得者 期間 満 了 日 種別 場 所 の措置



様式第２号（第１５条関係）

移管・廃棄簿

行政文書ファイル名 保存 保存期間 媒体 移 管 ・ 移 管 日 参 考 事 項
年 度 分類記号 起算日

（歴史公文書） 期間 満 了 日 種別 廃棄の別 廃 棄 日 保存依託先

移 管 ・
職 氏名 印

廃棄担当者

文書管理者 確認日 平成 年 月 日

確 認 職 氏名 印



様式第３号（第１９条関係）

目 録

移管、寄贈・寄 特定保存開始日、又は 保 存 媒体 そ の 他
年 度 分類記号 特定歴史公文書の名称 託した者の名称 移管、寄贈・寄託を 管 理 者

又は氏名 受けた時期 場 所 種別 参考事項


